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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月30日(2009.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）複数の非絶縁ワイヤを含んでなるマルチストランドケーブルと、
　ｂ）ケーブルを外装する電気絶縁体とを含んでなる絶縁電力ケーブルであって、
　電気絶縁体が、厚さが０．０６２５から０．５インチ（０．１６から１．３センチメー
トル）であり、螺旋状に巻かれたクレーピングされたテープの複数の層を含んでなり、テ
ープが、少なくとも５０重量パーセントのアラミド材料を含んでなり、テープが、クレー
ピングされる前、１立方センチメートルあたり０．１から０．５グラムの密度を有する絶
縁電力ケーブル。
【請求項２】
　請求項１に記載のケーブルを含んでなる変圧器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　一実施形態において、本発明のケーブルは、変圧器内のケーブルとして有用である。本
発明の別の実施形態は、本明細書で説明されるような絶縁マルチストランドケーブルを含
んでなる変圧器である。
　次に、本発明の好ましい態様を示す。
１．　ａ）複数の非絶縁ワイヤを含んでなるマルチストランドケーブルと、
　ｂ）ケーブルを外装する電気絶縁体とを含んでなる絶縁電力ケーブルであって、
　電気絶縁体が、厚さが０．０６２５から０．５インチ（０．１６から１．３センチメー
トル）であり、螺旋状に巻かれたクレーピングされたテープの複数の層を含んでなり、テ
ープが、少なくとも５０重量パーセントのアラミド材料を含んでなり、テープが、クレー
ピングされる前、１立方センチメートルあたり０．１から０．５グラムの密度を有する絶
縁電力ケーブル。
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２．　ケーブル上に外装された電気絶縁体の密度が、１立方センチメートルあたり０．２
から０．６グラムである上記１に記載のケーブル。
３．　ケーブル上に外装された電気絶縁体の密度が、１立方センチメートルあたり０．３
から０．５グラムである上記２に記載のケーブル。
４．　アラミド材料が、アラミド繊維を含んでなる不織シートである上記１に記載のケー
ブル。
５．　不織シートがアラミド紙である上記４に記載のケーブル。
６．　アラミド材料がメタ－アラミドポリマーである上記１に記載のケーブル。
７．　メタ－アラミドポリマーがポリ（メタフェニレンイソフタルアミド）である上記６
に記載のケーブル。
８．　アラミド材料がパラ－アラミドポリマーである上記１に記載のケーブル。
９．　メタ－アラミドポリマーがポリ（パラフェニレンテレフタルアミド）である上記６
に記載のケーブル。
１０．　複数の非絶縁ワイヤが、複数の束の形態で存在する上記１に記載のケーブル。
１１．　マルチストランドケーブルが、８ＡＷＧから１０００ＭＣＭのサイズを有する上
記１に記載のケーブル。
１２．　上記１に記載のケーブルを含んでなる変圧器に有用なケーブル。
１３．　上記１に記載のケーブルを含んでなる変圧器。
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